
 

 

 

令和６年度死亡・重大事例等検証部会の開催状況について 

 

１ 所掌事項 

①板橋区から報告を受けた児童虐待事例や保育施設等での重大事故について、

事実関係を明確にし、問題点及び課題の抽出を行うこと。 

②事例の問題点及び課題を踏まえ、実行可能性を勘案しつつ、再発防止のため

の提言をまとめた報告書を作成すること。 

③その他、目的達成に必要な事項を審議すること。 

 

２ 開催状況 

（１）開催回数 

年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

開催回数 ０回 ４回 １回 

 

（２）開催内容 

〇令和４年度に発生した事例（父母・子一人世帯、母に精神疾患あり。母

は父の育児支援が得られないなど、育児に悩むものの、行政機関の関与

や助言に拒否的で、子に対し傷害事件を起こした事例）について、令和

５年度に事例検証を行い、令和６年７月に事例から明らかになった課題

に対する提言をまとめ、区に報告した。（別紙参照） 

〇令和５年度に発生した事例（重篤に陥った要因が、事故、内因の可能性

もあるが、児童虐待の可能性も臨床的に疑われる事例）について、検証

実施基準に基づき、事例検証を行うことを決定した。今後は、事例の内

容、子どもの状況等を総合的に考慮し、事例から明らかになった課題等

について、改善策を検討していく。 
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